
横須賀市水道料金等徴収業務委託 

プロポーザル実施要領 

目  次 

１ 趣 旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 委託業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 参加資格条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

５ 参加の申込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

６ 事業者選定に係る質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

７ 資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

８ 企画提案書及び見積書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

９ 参加申込書提出後の辞退・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

10 提出書類の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

11 プロポーザルの審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

12 合格者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

13 候補事業者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

14 失格事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

15 仕様書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

16 提出書類の瑕疵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

令和４年 10月 

横須賀市上下水道局 



- 1 - 

横須賀市水道料金等徴収業務委託プロポーザル実施要領  

１  趣  旨  

横須賀市上下水道局では、「安定したサービスの継続的な提供」、「より質

の高いお客様サービスの提供」、「経営基盤の強化に対する貢献」、「地域経済

の活性化への寄与」を目的に、水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金

等」という。）の徴収業務の委託を行う上で、令和６年（2024 年）４月以降

の委託事業者（以下「事業者」という。）を公募型プロポーザル方式により

選定することについて必要な事項を定める。 

２ 委託業務の概要 

（１） 名称   

横須賀市水道料金等徴収業務委託  

（２）業務内容  

ア  窓口受付業務  

イ  電話受付業務  

ウ  インターネット受付業務  

エ  データ入力業務  

オ  水道メーター（以下「メーター」という。）検針業務  

カ  水道料金等の調定業務 

キ  水道及び下水道の使用廃止に伴う精算業務 

ク  水道料金等の収納業務 

ケ  滞納水道料金等整理業務  

コ  水道料金等システム運用及び保守業務 

サ  メーター管理業務 

シ  アからサまでに附帯する各種業務   

（３）予定価格（上限価格）  

2,040,000,000 円（消費税抜き）  

（４）契約期間  

契約の日（令和５年３月）から令和 11 年（ 2029 年）３月 31 日まで。

なお、契約の日から令和６年（2024 年）３月 31 日までは準備期間とし、

事業者は自己の負担と責任において、事務所及び人材の確保、電算処理

に係る設備及びシステムの構築、従業員の研修等を行うものとする。  
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３ 参加資格条件  

次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規

定に該当しないこと。 

（２）入札、契約に関する法令及び上下水道局契約規程（平成 16 年上下水

道企業管理規程第 11 号）に違反していないこと。 

（３）横須賀市競争入札参加有資格者（業務委託）として登録されているこ

と。 

（４）上下水道局指名停止等措置規程（平成 22 年上下水道企業管理規程第

５号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５）本業務の履行能力があること。 

（６）予定価格は上限価格になるので、この価格以下で業務を履行できるこ

と。 

（７）予定価格に対して 10％に相当する額を超える金額を見積価格とする

こと。10％に相当する額以下の見積価格は、桁間違いの錯誤とみなす。 

（８）協同組合等は、経済産業省経済産業局長等が交付する官公需適格組合

証明書があること。ただし、当該組合員と同時に本選定に参加できない。

協同組合等が参加する場合は、官公需適格組合証明書と最新の組合員名

簿の写しを参加申込書に添えて提出すること。提出しない場合は本選定

に参加できない。  

（９）平成 24 年度以降に、給水人口 30 万人以上の国内水道事業体の給水区

域全域において、水道メーターの検針業務、水道料金等の収納・滞納整

理業務及び水道料金等システムの開発又は調達、運用及び保守管理業務

を包括的に受託し、現在も履行中である又は完了した実績があること。

なお、給水区域の一部について、上記の業務を受託した場合は、受託し

た給水区域内の給水人口等の要件を満たしていれば、同等とみなす。  
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４ スケジュール  

項  目  日   程  

参加事業者の募集開始 令和４年 10 月 24 日（月） 

質問書の受付（第１回） 
令和４年10月 24日（月）から  

11 月４日（金）17 時まで  

質問書への回答公表（第１回） 令和４年 11 月 11 日（金） 

参加申込期限  令和４年 11 月 28 日（月）17 時まで  

参加資格審査結果通知 令和４年 12 月１日（木） 

質問書の受付（第２回） 
令和４年12月 12日（月）から  

12 月 22 日（木）17 時まで  

質問書への回答公表（第２回） 令和４年 12 月 27 日（火） 

企 画 提 案 書 及 び 見 積 書 提 出 期

限／参加辞退届提出期限 
令和５年１月16日（月）17時まで  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 及 び ヒ ア

リング 

令和５年１月下旬から２月上旬  

予定：令和５年２月６日（月）  

候補事業者の決定  

審査結果通知及び公表 
令和５年２月下旬  

契約締結  令和５年３月上旬（予定） 

 ※  日程は、都合により変更する場合がある。 
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５ 参加の申込  

  事業者選定に参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１） 提出書類  

 ア  事業者選定参加申込書（第１号様式）       １部  

 イ  事業概要調書（第２号様式）           １部  

 ウ  会社概要関係書類               各１部  

 ・業務内容、社歴等がわかる会社パンフレット等  

  ・登記簿謄本  

・貸借対照表、損益計算書を含む決算状況が確認できるもの（任意様式） 

  エ  ３ (９ )に規定する業務実績を証する契約書の写し等 １部  

（２）提出期限  

令和４年 11 月 28 日（月）17 時  

（３）提出方法  

提出方法は、郵送又は持参とする。  

郵送の方法による場合は、一般書留又は簡易書留で送付するものとし、

11 月 28 日（月）必着とする。  

提出先は、横須賀市小川町 11 番地 横須賀市役所１号館８階 横須賀

市上下水道局経営部経営料金課（以下「経営料金課」という。）とする。  

（４）資格審査  

参加申込者から提出された書類をもとに、横須賀市上下水道事業管理者

（以下「管理者」という。）が審査を行う。 

なお、参加申込者から提出された書類で資格を審査できない場合、管理

者は期限を定めて書類の追加提出を求める場合がある。  

（５）審査結果通知 

審査の結果、参加申込者には、令和 4 年 12 月 1 日（木）に資格審査結

果通知書（第３号様式）を発送する。  

６ 事業者選定に係る質問及び回答  

事業者選定に係る質問を行う場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

第１回目の質問は、横須賀市競争入札参加有資格者（業務委託）としてす

でに登録されている者又は質問時点で登録申請を終えている者から提出さ

れた場合に限り受け付ける。  

第２回目の質問は、参加資格を有する者から提出された場合に限り受け付

ける。 
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（１）質問方法  

質問書（第４号様式）に必要事項を記入し、電子メールに添付して提出

すること。電子メール送信後は、事務局へ到着確認をすること。 

なお、電話での質問は受け付けない。 

電子メールの標題は「（提出日付）事業者選定に係る質問（事業者名）」

とすること。  

例えば 2022 年 10 月 25 日なら「20221025 事業者選定に係る質問（〇

〇）」とする。  

（２）提出先メールアドレス  

fd-ws@city.yokosuka.kanagawa.jp 

（３）提出期間  

第１回 令和４年 10 月 24 日（月）から 11 月４日（金）17 時まで  

第２回 令和４年 12 月 12 日（月）から 12 月 22 日 (木） 17 時まで  

（４）回答方法  

管理者は、質問者から送信された電子メールアドレスに、回答書を添付

して返信する。  

質問に回答することで、事業者選定の公平性を損なうと管理者が判断し

た場合は、質問に対する回答を行わない。 

（５）質問及び回答の公表 

すべての質問及び質問に対する回答は、横須賀市ホームページで公表す

る。なお、質問者名は公表しない。  

７ 資料の閲覧  

企画提案書及び見積書の作成のために帳票類の閲覧を必要とする場合、令

和４年 10 月 24 日（月）から 12 月 22 日（木）までの期間に随時、経営料金

課にて閲覧することができる。閲覧可能な帳票類は別紙「帳票一覧」のとお

りとする。ただし、閲覧をできる者は、横須賀市競争入札参加有資格者（業

務委託）としてすでに登録されている者又は閲覧の時点で登録申請を終えて

いる者に限る。  

８ 企画提案書及び見積書の提出  

参加を希望する事業者は、次のとおり企画提案書及び見積書を提出するこ

と。企画提案書は、提案事業者名が分からないように作成すること。  
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（１）提出書類及び提出部数  

 ア  企画提案書 正本１部、副本６部  

 イ  見積書（第５号様式）  １部  

 ウ  プレゼンテーション用資料（任意提出） 正本１部、副本６部  

（２）企画提案書の作成方法  

企画提案書は、別添「企画提案書作成要領」を参照し作成すること。  

（３）見積書の作成方法 

ア  見積書は第５号様式を用いて作成すること。また、必要に応じて行や

項目を追加し、内容等を記載すること。  

イ  見積書に記載する金額は、消費税抜きの金額とし、予定価格以下の金

額を記載すること。 

ウ  委託料の内訳を、漏れなく記載すること。 

エ  見積書は、厳重に封緘し提出すること。 

（４）提出期限  

令和５年１月 16 日（月）17 時  

（５）提出方法  

提出方法は、郵送又は持参とする。  

郵送の方法による場合は、一般書留又は簡易書留で送付するものとし、

１月 16 日（月）必着とする。  

提出先は、経営料金課とする。  

９ 参加申込書提出後の辞退  

参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、令和５年１月 16 日（月）17

時までに参加辞退届出書（第６号様式）を経営料金課へ提出すること。この

際の提出方法は郵送又は持参とする。なお、郵送の方法による場合は、一般

書留又は簡易書留で送付するものとし、１月 16 日（月）必着とする。  

10 提出書類の取扱い 

（１）提出後は、提出書類に記載された内容の変更をすることはできない。 

（２）提出書類は返却しない。 

（３）提出書類は、事業者選定に必要な範囲において複製を作成することが

ある。 

（４）提出書類は、事業者選定の目的以外には使用しない。  

（５）企画提案書を除く提出書類は、横須賀市情報公開条例に基づき公開す
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る場合がある。  

11 プロポーザルの審査 

（１）審査機関  

プロポーザルにかかる審査は、「横須賀市水道料金等徴収業務委託事業

者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。  

（２）プレゼンテーション及びヒアリング 

  企画提案書を提出した事業者（以下「提案事業者」という。）は下記の

とおりプレゼンテーションを行う。  

 ア  プレゼンテーションの日時及び場所等は後日プレゼンテーション及

びヒアリング参加要請書（第７号様式）により通知するので、提案事業

者は、必ず参加すること。 

 イ  プレゼンテーションの時間は各提案事業者 40 分以内とし、終了後 20

分程度、企画提案書を含む提案の内容について、選定委員会委員（以下

「選定委員」という。）からヒアリングを行う。  

ウ  プレゼンテーションに出席できる人数は、各提案事業者３名までとす

る。 

エ  プレゼンテーションは自由形式とする。ただし、企画提案書の内容に

ない新たな提案はしないこと。 

 オ  プレゼンテーションにおいて使用する電源、モニター、机、椅子は、

上下水道局で貸与する。その他の機器（パソコン等）については、提案

事業者が準備すること。 

 カ  新型コロナウィルス感染拡大等の状況により、横須賀市役所内会議室

において、ＷＥＢ会議形式で実施することがある。  

その場合は、上下水道局が次の機器を用意する次の機器を使用し、プ

レゼンテーションを行うこと。提案事業者はプレゼンテーション用ファ

イルを、ＵＳＢメモリ等のパソコンに接続可能な記憶媒体で持参するこ

と。 

・用意する機器 パソコン（ＷＥＢカメラ・マイク付）  

    ※ OS:Windows10（ 64Bit）、 Office: Microsoft Office 2016、  

ＷＥＢ会議サービス :Zoom 
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（３）審査項目  

ア  基本事項（150 点）  

①  財務の安全性（60 点） 

Ⅰ  短期的な安全性  

Ⅱ  長期的な安全性  

Ⅲ  資金的な安全性  

②  業務実績（50 点）   

③  会社の規模（40 点）   

イ  企画提案書（660 点）  

①事務所の設置等（ 50 点）  

Ⅰ  事務所の設置  

Ⅱ  責任者等の配置  

Ⅲ  技術者の配置  

②窓口受付業務（60 点）  
Ⅰ  従事体制  

Ⅱ  業務体制  

③電話受付業務（60 点）  
Ⅰ  従事体制  

Ⅱ  業務体制  

④インターネット受付 

（ 10 点）  
インターネット受付の業務内容  

⑤データ入力業務（ 10 点）  データ入力業務の体制 

⑥検針業務（110 点）  

Ⅰ  検針業務の事前準備 

Ⅱ  人員配置  

Ⅲ  業務内容  

⑦調定業務（15 点）  調定業務の体制  

⑧廃止精算業務（20 点）  
Ⅰ  人員配置  

Ⅱ  業務内容  

⑨収納業務（15 点）  収納業務の体制  

⑩滞納整理業務（70 点）  

Ⅰ  収納率の維持  

Ⅱ  不納欠損の抑制  

Ⅲ  人員配置  

Ⅳ  停水の執行と解除 

Ⅴ  未納水道料金等に係る調査及び  

督促  



- 9 - 

Ⅵ 滞納整理全体のリスクマネジメ  

ント等 

⑪水道料金等システム運用・

保守業務（150 点）  

Ⅰ  水道料金等システムの事前準備  

Ⅱ  水道料金等システムの運用及び  

保守管理  

⑫メーター管理業務（20 点）

Ⅰ  検定満了メーター管理業務  

Ⅱ  既設給水装置 へのメーター取付

け・取外し  

⑬その他（35 点）  

Ⅰ  バックアップ体制 

Ⅱ  コンプライアンスの徹底  

Ⅲ  個人情報流出事故の防止  

⑭ 地 域 経 済 の 活 性 化 へ の 寄

与（30 点）  
地域経済の活性化への寄与 

⑮ 地 球 温 暖 化 対 策 等 へ の 取

り組み（５点）  

地球温暖化対策な どの環境対策、Ｓ

ＤＧｓなどへの取り組み 

（４）採点の方法  

選定委員が提案事業者の基本事項並びに企画提案書及びプレゼンテー

ションの内容を審査し、採点を行う。  

選定委員それぞれの採点結果の平均値を、提案事業者の得点とする。  

（５）審査の視点  

選定にあたっては、特に以下の点を重視するので、留意すること。 

ア  提案の実現可能性 

（ア）提案が具体的であるか。  

（イ）業務量に対し、人員数及び人件費の算出は適正か。 

（ウ）業務要求水準書に示した数値目標を、過去に達成した実績があるか。 

（エ）準備期間における業務の準備は適切か。 

イ  業務の安定性  

（ア）業務責任者及び監督者は当該業務経験が豊富か。  

（イ）業務の従事者のうち、当該業務経験者の割合が高いか。 

（ウ）本委託業務と同規模以上の業務受託実績があるか。 
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（エ）各業務で想定されるリスクとそのマネジメント策は効果的か。  

（オ）危機管理、業務管理及びコンプライアンス対策は万全か。 

（カ）移行時におけるバックアップ体制は万全か。  

ウ  提案の効果  

（ア）提案に独創性はあるか。  

（イ）お客さまサービスの向上や業務の効率化を達成できるか。 

（ウ）業務要求水準を満たすための方法を説明しているか。 

（エ）業務実施による明確な効果を説明しているか。  

エ  その他  

（ア）契約期間を通じて、業務を発展させる構想を示しているか。 

（イ）市内経済の活性化への寄与、地域貢献、環境対策等の取り組みがあ

るか。 

（６）最低基準点の設定 

以下の項目について、提案事業者の得点が下記の最低基準点を１項目で

も満たさない場合は、落選とする。  

項目 最低基準点  要求水準等  

企 画 提 案 書 の

総得点 

660 点のうち  

353 点  

全 て の 業 務 に つ い て 要 求 水 準 と

同程度と認められる。 

検針業務  
110 点のうち  

56 点  

十 分 な 準 備 を 提 案 し て お り 検 針

を 遅 滞 な く 実 施 で き る と 認 め ら れ

る。 

水 道 料 金 等 シ

ステム運用・保

守業務 

150 点のうち  

79 点  

十 分 な 準 備 を 提 案 し て お り シ ス

テムの準備から運用・保守を遅滞な

く実施できると認められる。  

12 合格者の決定  

最低基準点を全て満たした提案事業者のうち、得点が最も高い者と、最も

高い者の得点に 0.9 を乗じて得た数以上の得点の者を、合格者とする。  

13 候補事業者の決定 

合格者から提出された見積書の委託料総額を比較し、その金額が最も低い

提案事業者を候補事業者として選定する。 
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なお、最も低い委託料総額が同額の場合は、得点が最も高い者を候補事業

者とする。  

※得点も同点の場合は、くじ引きにより決定する。  

（１）選定結果の通知 

選定結果は、選定結果通知書（第８号様式）を郵送することによって、

通知する。  

選定結果に対する質問がある場合は、選定結果を公表した日から７日間

以内に書面により提出すること。なお、質問は落選した事業者のみ認める。 

（２）選定結果の公表 

選定結果は、横須賀市ホームページで公表する。公表する項目は以下の

とおりとするが、審査の結果不合格となった提案事業者の事業者名は公表

しない。  

ア  提案事業者名  

イ  審査における得点 

ウ  見積金額（総額のみ） 

14 失格事項 

 提案事業者が、次のいずれかに該当した場合、選定委員会において審議の

うえ失格とする。  

（１）選定期間中及び委託契約締結までの間に「３ 参加資格条件」の要件

を欠いた場合  

（２）参加申込書類及び提案書類等に虚偽の記載をした場合  

（３）他の事業者と参加の意思や提案の内容について相談した場合 

（４）プレゼンテーションを欠席した場合 

（５）その他、選定委員会において不適切と認めた場合 

15 仕様書の提出  

契約予定者は、管理者が別途指定する期日までに、自らの提案に基づいた

委託業務仕様書（案）を作成し提出すること。 

16 提出書類の瑕疵 

 プロポーザルに関する提出書類等に瑕疵があることが判明したときは、管

理者が、事業者の取扱いについて決定する。 
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事務局 横須賀市上下水道局経営部経営料金課 

（担当：山村・滋野） 

〒 238-8550 横須賀市小川町 11 番地  

       電話番号 046-822-9876 

       電子メールアドレス fd-ws@city.yokosuka.kanagawa.jp 


